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「細則１－４ 推進地域に所在する危険物施設の南海トラフ地震対策」の解説 

 

危規則第 60 条の２第４項の規定により、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法第３条第１項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域（以下

「推進地域」という。東京消防庁管内は、伊豆諸島、小笠原諸島が該当する。）にある危険物施設

の一部は、南海トラフ地震に伴い発生する津波対策の実施計画である細則１－４を定める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（ｅ－Ｇｏｖ法令検索） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC1000000092_20210715_503AC0000000031 

この細則は、細則１－２の第２、２

を引用していますので、細則１－２を

一緒に作成する必要があります。 

詳細は、南海トラフ地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法

（＊１参照）を確認してください。 

施設の実態に応じた「教育及び訓練

の計画」を記載してください。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC1000000092_20210715_503AC0000000031

